
「熊取町立保育所で使用する電力の供給」入札実施要領

１．趣旨

本実施要領は、「熊取町立保育所で使用する電力の供給」の相手方を公募による競争

入札にて、選定するための必要事項を記載する。この入札実施要領を熟知のうえ、入札

しなければならない。

２．件名

熊取町立保育所で使用する電力の供給

３．供給場所

別紙１のとおり。

４．予定契約電力および予定使用電力量

別紙２のとおり

ただし、予定使用電力量については、あくまで入札上の数値であり、実際の数値は増減

する可能性があるものとする。

５．供給内容

仕様書による。

６．供給期間

北保育所

令和８年７月２日０：００から令和１１年７月検針日前日２４：００まで

中央保育所

令和８年７月３日０：００から令和１１年７月検針日前日２４；００まで

７．入札日程

(1) 入札公告 令和８年５月１２日（火）

(2) 競争入札参加資格審査申請

令和８年５月１２日（火）より令和８年５月２５日(月)午後５時００分までに「郵

送」（「一般書留郵便」若しくは「簡易書留郵便」に限る）により提出してください。

(3) 競争入札参加資格可否通知

令和８年５月２９日(金)発送

(4) 質疑受付

令和８年６月３日(水)より令和８年６月８日(月)午後３時００分まで



(5) 質疑回答

令和８年６月１５日(月)午後５時００分

(6) 入札書等の提出期間

令和８年６月１６日(火)～令和８年６月２３日(火)午後５時００分

(7) 開札日時

令和８年６月２４日(水)午後１時００分

(8) 契約締結期限

令和８年６月２５日(木)

８．入札方法

予定使用電力量(別紙２)に掲げる予定電力量から算出される電力料金の総価により

行う。ただし、契約は単価によるものとする。

９．入札参加資格

本件入札に参加する者は、以下の条件をすべて満たす者とする。

(1) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定に基づき小売電気事業

者としての登録を受けている者又は同法第３条の規定に基づき一般送配電事業者

として許可を受けていること。

(2) 熊取町入札参加停止要綱に基づく入札参加停止又は入札参加保留中でないこと。

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申し立てがなさ

れていない者であること。ただし、手続開始の決定後、熊取町長が別に定める入札

参加資格の再認定を受けた者を除く。

(4) 法人税、法人市町村民税、消費税及び地方消費税（以下「税」という。）に滞納が

ないこと。

(5) 環境配慮の評価項目（二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用及び再生可能

エネルギーの導入）における合計点数が７０点以上であること。なお、当該条件の

詳細については、別紙４による。

１０．入札参加の手続等

(1) 入札に必要な書類の配布期間及び問合わせ先

ア. 配布期間 公告の日から競争入札参加資格審査申請期限の日まで

イ. 配布方法

熊取町ホームページからダウンロードすること。

https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/hoiku/bosyu/business/11220.ht

ml

ウ. 各種書類提出先



〒590-0495 大阪府泉南郡熊取町野田一丁目１番１号

熊取町役場 健康福祉部 保育課

電話 072-452-6293

(2) 競争入札参加資格審査申請

入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加資格審査申請を行わなけれ

ばならない。

ア. 申請期限 本要領 ｢７ 入札日程｣による

イ. 提出場所 本要領「１０ (1) ウ各種書類提出先｣に同じ

ウ. 提出書類 競争入札参加資格審査申請書（様式第１号）及び必要添付書類

エ. 提出方法 郵送 （「一般書留郵便」若しくは「簡易書留郵便」に限る）により

提出してください。

(3) 競争入札参加資格可否の通知

提出された書類等により審査し、その結果を本要領 ｢７ 入札日程｣に従い、郵送に

より通知する。

１１．質疑の提出等

(1) 仕様書等に対する質疑がある場合は、次のとおり提出すること。

ア. 提出期限 本要領 ｢７ 入札日程｣による。

イ. 提出方法 質疑書に質疑事項を記載し、ＦＡＸにより提出する。

ウ. 提出先ＦＡＸ ０７２－４５２－７１０３

(2) 回答

質疑に対する回答は、入札参加者すべてにＦＡＸで回答する。

回答日 本要領 ｢７ 入札日程｣による。

１２．入札書等の提出

(1) 提出期間 本要領 ｢７ 入札日程｣による。

提出期間内に一般書留若しくは簡易書留で郵送提出に限る。

(2) 提出場所 本要領「１０ (1) ウ. 各種書類提出先」に同じ。

(3) 入札全般について

入札辞退する場合には必ず事前に入札辞退届（様式第９号）を提出すること。

(4) 入札書の記載方法等

ア. 入札書には、本要領「４ 予定契約電力および予定使用電気量」に掲げる数量

による予定契約電力及び予定使用電力量に基づく年間見込総額(以下『年間見

込み総額』という)を記載する。ただし、燃料費調整額及び電気事業者による

再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金を含まな

い。



イ. 入札書には『年間見込み総額』のほかに、『年間見込み総額』を算出した基本

料金単価と電力量料金単価がわかるよう、積算根拠となる「費用内訳書」を添

付し、計算結果は『年間見込み総額』と合致させる。計算内容と『年間見込み

総額』に差異がある場合は失格とする。ただし、総額表示方式（単価に消費税

相当額を含む。）による料金単価を設定している事業者の場合は、消費税を含

む各単価により計算した総額の１１０分の１００に相当する金額を記入する。

ウ. 入札書記載金額は消費税相当額を除いた金額とする。

エ. 落札決定に当たっては、入札書に記載された、『年間見込み総額』により落札

者を決定する。

オ. 契約の締結は年間見込み総額を算出した基本料金単価と電力量料金単価によ

る単価契約とする。

カ. 契約後の電気料金支払い時には、各単価により算出される電気料金（燃料費調

整額含む）に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金

額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）に再生可

能エネルギー発電促進賦課金を加えた額を支払う。

キ．入札書は、封筒に入れ密封し、封筒に名称又は商号及び「熊取町立保育所で使

用する電力の供給」と記入し、封筒の開口部を封印すること。

ク．入札書は、二重封筒とし、表封筒に「熊取町立保育所で使用する電力の供給 入

札書在中」と記入するとともに、中封筒に入札書のみを入れ、封筒の開口部を

封印し郵送すること。

ケ．熊取町建設工事等における郵便入札実施要領第６条に該当する入札は無効とする。

１３．落札者の決定

(1) 落札者は、『年間見込み総額』が予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とする。

(2) 入札執行回数は、１回とする。

(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が２者以上あるときは、当該入札をした者に

くじを引かせて落札者を決定するものとする。

１４．入札保証金及び契約保証金

(1) 入札保証金 免除する。

(2) 契約保証金

『年間見込み総額』の１００分の１０以上の契約保証金又はこれに代わる担保を契

約日までに納付又は提供すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除さ

れる。

ア. 熊取町を被保険者とする履行保証保険契約（契約金額の１００分の１０以上を



保険金額とするもの）を締結し、その証書を提出する場合

イ. 熊取町に競争入札参加資格審査申請し、承認されたもので、過去２年の間に、

国（独立行政法人等を含む。）又は地方公共団体と同種・同規模の契約を履行

（２件以上）したことを証明する書面（当該発注者との契約書の写し等、契約

を証明できる書面）を提出する場合

ウ. ア、イの提出は開札日から契約締結までに本要領 ｢１０ (1)ウ各種書類提出

先｣へ提出（休日等を除く午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時０

０分まで）

１５．開札

（1）日時 令和８年６月２４日(水)午後１時００分

（2）場所 大阪府泉南郡熊取町野田一丁目１番８号

熊取ふれあいセンター３階 健康リハビリ室

１６．契約に関する注意事項

(1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 支払方法 毎月払い

(3) 落札者の約款等と異なることにより契約書（案）の変更が必要となる場合につい

ては、落札者と協議のうえ変更できるものとする。

問い合わせ先

〒590-0451 大阪府泉南郡熊取町野田一丁目１番８号

熊取町 健康福祉部 保育課（熊取ふれあいセンター３階）

TEL: 072-452-6293（直通） FAX: 072-452-7103

E-mail :hoiku@town.kumatori.lg.jp


